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日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２８年 ９月１３日開催分） 

  

平成２８年 ９月３０日（金）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２８年 ９月 １３日（火） 午前９時００分～９時２５分 

 

＜出   席   者＞ 

籾井会長、堂元副会長、木田専務理事、森永専務理事・技師長、 

今井専務理事、坂本理事、安齋理事、根本理事、松原理事、 

荒木理事、黄木理事、大橋理事 

上田監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 籾井会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）必要に応じて置く職位に関する規程の一部変更について 

（２）「懲戒処分の公表基準」の規程整備について 

 

２ 報告事項 

（１）非現用不動産の売却について 
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議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）必要に応じて置く職位に関する規程の一部変更について 

（人事局） 

平成２８年度組織改正により、１０月３日に「２０２０東京オリンピ

ック・パラリンピック実施本部」を設置します。これに伴い、「必要に応

じて置く職位に関する規程」の一部を変更し、「本部付」という職位を追

加したいので、審議をお願いします。 

本件が決定されれば、２８年１０月３日付で施行します。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（２）「懲戒処分の公表基準」の規程整備について 

（人事局） 

職員の「懲戒処分の公表基準」を規程として整備したいので、審議を

お願いします。 

 これまで、公表対象となる懲戒処分の４分類については、ＮＨＫのホ

ームページ「ＮＨＫオンライン」に掲載してきましたが、公共放送とし

て視聴者・国民への説明責任を果たすため、これに「公表内容」「公表

の例外」「公表時期」「公表方法」の各項目を加えて、規程として明確

化します。具体的な整備内容は、次のとおりです。 

「公表対象」については、すでに公表しているとおり、「１.懲戒免職・

諭旨免職の処分」「２.公判請求された刑事事件に関する処分」「３.公

金の着服などの不正に関する処分」「４.上記以外でも重大なコンプライ

アンス違反に関する処分」です。 

「公表内容」については、事案の概要、処分内容、処分決定日、なら

びに所属、役職段階などの被処分者の属性に関する情報について、個人

が識別されない内容で公表することを基本とします。 

「公表の例外」については、被害者・関係者のプライパシーなどの権

利利益を侵害するおそれがある場合などには、対象・内容にかかわらず、

「公表内容」の一部または全部を公表しないことを差し支えないものと

します。 
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「公表時期」については、懲戒処分を行った後、速やかに行うことと

します。 

「公表方法」については、記者クラブなどに資料を提供することとし

ます。 

本件が決定されれば、平成２８年９月１３日付で施行します。 

 

（大橋理事）  今回、規程として整備し、「公表内容」以下の各項目

を改めて定めた目的は何ですか。 

（人事局）   「懲戒処分の公表基準」について、規程として明確化

し、厳格に運用します。 

（根本理事）  今までもホームページに載っていましたけれども、今

回、会長指示として規程の形にしたということです。 

（会 長）   従来の基準に加え、「公表内容」以下の各項目を定め

たということですね。 

（黄木理事）  これによって、公表の概要がより具体化されたと考え

てよいのですか。 

（人事局）   公表内容等がより明確になったと考えております。懲

戒処分については、従来の基準に加えて整備した当規程

に沿って、きちんと公表していきたいと考えています。 

（会 長）   ほかにご意見等がありませんので、原案どおり決定しま

す。 

 

２ 報告事項 

（１）非現用不動産の売却について 

（経理局） 

非現用不動産の売却について、報告します。売却物件は、廃寮となっ

た東京都内の４物件で、いずれも一般競争入札を行った結果、不動産鑑

定機関による評価額を上回る金額での落札となりました。 

１件目は、東京都目黒区の宮前寮の建物付き土地３５０.６５㎡につい

てです。売却価額は２億９,１８８万円で、売却先は有限会社ボウルズに

決定しました。平成２８年７月２７日付で売買契約を締結し、８月２５

日に売却代金の入金および引き渡しを行いました。 

２件目は、東京都世田谷区の第三赤堤寮の建物付き土地４２６.２１㎡
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についてです。売却価額は２億６,１０８万円で、売却先は株式会社イー

カムに決定しました。７月２９日付で売買契約を締結し、８月２９日に

売却代金の入金および引き渡しを行いました。 

３件目は、東京都杉並区の和泉寮の建物付き土地３０１.４５㎡につい

てです。売却価額は２億２,５９２万６,１２４円で、売却先は個人の方

に決定しました。８月５日付で売買契約を締結し、９月９日に売却代金

の入金および引き渡しを行いました。 

４件目は、東京都世田谷区の北沢寮の建物付き土地２４１.８８㎡につ

いてです。売却価額は２億４,５００万８,９９８円で、売却先はライフ

リビング株式会社に決定しました。８月３１日付で売買契約を締結し、

１０月５日に売却代金の入金および引き渡しを行う予定です。 

本件は、本日開催の第１２６７回経営委員会に報告します。 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２８年 ９月２７日 

会 長  籾 井 勝 人 


